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労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
は
、
韓
国
労

働
研
究
院
（
Ｋ
Ｌ
Ｉ
）
と
共
催
で
六
月
九
日

に
ソ
ウ
ル
で
「
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ―

経

済
危
機
に
お
け
る
日
韓
の
政
策
的
対
応
」
を

テ
ー
マ
と
す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し

た
。ワ

ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
Ｋ
Ｌ
Ｉ
の
イ
・

ジ
ャ
ン
ウ
ォ
ン
研
究
員
が
「
韓
国
の
ワ
ー
ク

シ
ェ
ア
リ
ン
グ
を
通
じ
た
労
働
政
策
発
展
の

方
向
性
」
に
つ
い
て
、
ハ
・
ホ
ン
ヒ
ョ
ク
研

究
員
が
「
韓
国
に
お
け
る
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ

ン
グ
の
事
例
：
現
状
と
課
題
」
に
つ
い
て
報

告
し
た
。

本
稿
で
は
、
こ
の
二
人
の
報
告
を
も
と
に
、

韓
国
の
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の
現
状
と
課

題
を
紹
介
す
る
。
併
せ
て
今
回
の
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
の
中
で
議
論
と
な
っ
た
韓
国
の
非

正
規
労
働
の
現
状
に
つ
い
て
も
少
し
触
れ
る
。

は
じ
め
に

昨
年
秋
の
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
を
き
っ
か

け
に
起
こ
っ
た
世
界
同
時
不
況
の
波
は
、
日

本
の
み
な
ら
ず
、
隣
国
、
韓
国
の
経
済
も
直

撃
し
た
。

企
業
業
績
の
悪
化
と
と
も
に
雇
用
状
況
が

厳
し
く
な
る
中
で
、
韓
国
で
は
、「
ワ
ー
ク

シ
ェ
ア
リ
ン
グ
」
が
社
会
の
注
目
を
集
め
、

財
閥
系
企
業
や
政
府
系
金
融
機
関
な
ど
、
財

務
体
質
に
比
較
的
余
力
の
あ
る
大
組
織
を
中

心
に
導
入
す
る
動
き
が
み
ら
れ
る
。

日
本
で
も
、
今
春
（
三
月
二
三
日
）、
政

労
使
に
よ
る
「
雇
用
安
定
・
創
出
の
実
現
に

向
け
た
取
り
組
み
」
に
関
す
る
三
者
合
意
が

な
さ
れ
た
。
こ
の
中
で
、
残
業
削
減
、
休
業
、

教
育
訓
練
、
出
向
な
ど
に
よ
っ
て
雇
用
維
持

を
図
る
、
い
わ
ゆ
る
「
日
本
型
ワ
ー
ク
シ
ェ

ア
リ
ン
グ
」
の
取
り
組
み
関
す
る
言
及
が
あ

り
、
報
道
等
で
耳
に
し
た
人
も
多
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

韓
国
で
も
日
本
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
政
労
使

に
市
民
団
体
の
代
表
を
加
え
た
「
雇
用
と

ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
」
に
関
す
る
四
者
合

意
が
な
さ
れ
た
（
詳
細
は
後
述
）。

韓
国
の
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
に
関
す
る

取
り
組
み
の
特
徴
を
一
言
で
い
う
と
、
新
卒

初
任
給
（
ボ
ー
ナ
ス
含
む
）
や
、
役
員
報
酬

を
削
減
（
も
し
く
は
自
主
返
上
）
し
、
浮
い

た
財
源
で
新
卒
採
用
者
数
を
増
や
し
た
り
、

雇
用
維
持
を
図
っ
た
り
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

金
融
危
機
と
雇
用
の
急
激
な
悪

化
最
近
の
韓
国
の
経
済
成
長
率
の
推
移
を
み

る
と
、
二
〇
〇
八
年
第
４
四
半
期
に
は
前
期

比
五
・
六
％
減
を
記
録
し
、
一
九
九
八
年
第

１
四
半
期
に
ア
ジ
ア
通
貨
危
機
の
影
響
で

七
・
八
％
減
を
記
録
し
た
時
以
来
の
大
き
な

落
ち
込
み
と
な
っ
て
い
る
（
図
１
）。

ま
た
、
就
業
者
数
が
前
年
同
月
比
で
一
〇

万
三
〇
〇
〇
人
減
少
す
る
一
方
で
、
失
業
者

数
は
七
万
三
〇
〇
〇
人
増
加
し
て
八
四
万
八

〇
〇
〇
人
に
な
る
な
ど
、
雇
用
状
況
も
急
激

に
悪
化
し
て
い
る
（
図
２
）。

韓
国
で
は
現
在
、
こ
の
よ
う
な
急
激
な
経

済
と
雇
用
情
勢
の
悪
化
に
よ
り
、
大
量
失
業

な
ど
の
社
会
不
安
が
増
大
し
て
い
る
中
、

ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の
持
つ
可
能
性
に
注

目
が
集
ま
っ
て
い
る
。

Ｋ
Ｌ
Ｉ
が
二
〇
〇
八
年
一
二
月
に
約
一
〇

〇
〇
社
の
労
使
を
対
象
に
実
施
し
た
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
に
よ
る
と
、
経
営
側
、
労
組
側

と
も
に
約
八
割
が
労
働
時
間
の
短
縮
や
職
業

訓
練
の
実
施
な
ど
に
よ
る
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ

ン
グ
の
必
要
性
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
た
（
図
３
）。

政
労
使
に
よ
る
対
策

こ
の
よ
う
な
労
使
の
意
識
の
高
ま
り
と
時

を
同
じ
く
し
て
、
韓
国
の
政
労
使
で
構
成
す

る
中
央
レ
ベ
ル
の
「
経
済
社
会
発
展
労
使
政

委
員
会
」
で
も
、
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
以
降
、

金
融
危
機
に
関
す
る
対
応
を
話
し
合
っ
て
き

た
。今

年
二
月
二
三
日
に
は
、
政
労
使
に
市
民

団
体
代
表
が
加
わ
り
、「
労
使
民
政
合
意
文
」

が
採
択
さ
れ
、
賃
金
抑
制
に
よ
る
雇
用
創
出

を
ベ
ー
ス
と
し
た
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
に

関
す
る
合
意
が
な
さ
れ
た
。

長
年
日
韓
の
労
使
関
係
に
関
す
る
研
究
を

行
っ
て
い
る
当
機
構
の
呉
学
殊
主
任
研
究
員

に
よ
る
と
、
こ
の
合
意
文
は
、
次
の
五
つ
の

内
容
に
分
か
れ
て
い
る
。
①
労
使
民
政
の
四

者
は
経
済
危
機
克
服
の
た
め
の
ワ
ー
ク
シ
ェ

ア
リ
ン
グ
・
雇
用
維
持
に
積
極
的
に
協
力
す

―社会的に推進ムードが高まる中、企業の競争力維持が課題―

第９回日韓ワークショップ報告

JILPT と KLI による日韓ワークショップの模様（6月 9日）

韓国のワークシェアリングの現状と課題
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る
。
②
民
は
、
経
済
危
機
克
服
の
た
め
に
積

極
的
な
役
割
を
担
う
。
③
労
使
民
政
は
、
雇

用
創
出
、
お
よ
び
就
業
促
進
等
を
積
極
的
に

推
進
す
る
。
④
政
府
は
、
失
業
者
な
ど
弱
者

保
護
の
た
め
の
社
会
的
安
全
網
を
積
極
的
に

拡
充
す
る
。
⑤
労
使
民
政
は
、
経
済
危
機
克

服
の
た
め
の
合
意
が
社
会
的
に
認
知
、
実
践

さ
れ
る
よ
う
努
力
す
る
。

こ
の
よ
う
に
五
つ
の
内
容
を
明
記
し
た
今

回
の
四
者
合
意
の
ポ
イ
ン
ト
を
端
的
に
述
べ

る
と
、
労
働
組
合
が
ス
ト
ラ
イ
キ
を
自
粛
し
、

賃
金
の
凍
結
・
引
き
下
げ
に
協
力
す
る
代
わ

り
に
、
企
業
は
解
雇
を
自
粛
し
て
現
在
の
雇

用
水
準
を
維
持
す
る
、
政
府
は
そ
れ
を
バ
ッ

ク
ア
ッ
プ
し
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

一
九
九
七
年
通
貨
危
機
の
教
訓

現
在
韓
国
で
、
こ
の
よ
う
な
ワ
ー
ク
シ
ェ

ア
リ
ン
グ
の
推
進
が
活
発
に
議
論
さ
れ
て
い

る
背
景
に
は
、
一
九
九
七
年
の
通
貨
危
機
の

苦
い
経
験
が
あ
る
。

当
時
、
経
営
難
に
陥
っ
た
多
く
の
企
業
が

大
量
の
人
員
整
理
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
企
業
の
倒
産
を
防
ぐ
と
い
う
一
時
的
な
効
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労使の相互譲歩に対する認識
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粛

実質的な賃金減少を伴った労働時間の短縮

一定人員を対象に休業を行い、同時に職業訓練を実施

図３．現状に関する労使の認識と社会的コンセンサスについて

資料出所：KLI イ･ジャンウォン研究員の発表資料より
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果
は
あ
っ
た
も
の
の
、
残
っ
た
従
業
員
も
い

つ
解
雇
さ
れ
る
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
不
安

を
抱
え
、
一
人
当
た
り
の
業
務
量
も
大
幅
に

増
加
し
、
会
社
に
対
す
る
忠
誠
心
も
無
く
し

て
い
く
と
い
う
悪
循
環
が
多
く
の
企
業
で
発

生
し
た
。
ま
た
、
企
業
は
賃
金
の
高
い
中
高

年
層
を
中
心
に
解
雇
し
た
た
め
に
、
結
果
的

に
技
術
を
持
っ
た
熟
練
者
を
多
く
失
い
、
景

気
回
復
後
、
元
の
状
態
に
戻
る
ま
で
、
予
想

以
上
の
代
償
を
支
払
う
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
時
の
教
訓
を
踏
ま
え
て
、
今
回
の
金

融
危
機
で
は
、
経
営
側
が
雇
用
を
必
ず
守
る

と
い
う
意
思
を
持
ち
、
危
機
を
の
り
き
る
た

め
に
労
使
の
十
分
な
討
議
を
重
要
視
し
て
い

る
場
合
が
多
く
、
社
会
不
安
の
増
大
を
抑
え

た
い
と
い
う
韓
国
政
府
の
思
惑
と
も
一
致
し
、

ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
が
雇
用
維
持
政
策
の

ひ
と
つ
と
し
て
注
目
を
集
め
て
い
る
の
で
あ

る
。

賃
金
削
減
と
韓
国
型
ワ
ー
ク

シ
ェ
ア
リ
ン
グ

ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
推
進
の
ム
ー
ド
が

社
会
的
に
高
ま
る
中
、
今
年
二
月
に
は
、
サ

ム
ス
ン
や
Ｌ
Ｇ
と
い
っ
た
主
要
な
三
〇
の
大

企
業
グ
ル
ー
プ
が
大
卒
初
任
給
を
最
大
二

八
％
削
減
す
る
こ
と
で
合
意
し
た
。
ま
た
、

政
府
も
、
政
府
系
金
融
機
関
な
ど
の
公
的
機

関
を
対
象
に
大
卒
初
任
給
を
最
大
三
〇
％
削

減
す
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
大
々
的
に
行
っ
て

い
る
。

こ
の
背
景
に
は
、
以
前
か
ら
経
済
水
準
や

生
産
性
に
対
す
る
賃
金
割
合
が
、
諸
外
国
と

比
較
す
る
と
高
す
ぎ
る
と
い
う
批
判
が
強

か
っ
た
初
任
給
を
こ
の
機
会
に
削
減
し
た
い

と
い
う
経
営
側
の
思
惑
も
あ
る
。
し
か
し
、

企
業
側
も
政
府
側
も
、
今
回
の
削
減
に
よ
っ

て
浮
い
た
財
源
で
、
新
規
採
用
枠
を
増
や
し
、

雇
用
の
維
持
や
創
出
を
推
進
す
る
の
が
主
な

目
的
で
あ
る

と
主
張
し
て

い
る
。

ま
た
、
初

任
給
を
削
減

す
る
と
同
時

に
、
役
員
や

幹
部
の
報
酬

削
減
（
あ
る

い
は
自
主
返

納
）
も
同
時

に
進
ん
で
お

り
、
今
後
は
、

こ
の
賃
金
削

減
の
動
き
が

一
般
社
員
に

ま
で
踏
み
込

ん
で
広
が
る

の
か
が
注
目
さ
れ
る
。

実
際
に
、
韓
国
の
財
閥
大
手
サ
ム
ス
ン
で

は
、
役
員
報
酬
を
一
〇
〜
二
〇
％
、
大
卒
初

任
給
を
一
〇
〜
一
五
％
削
減
、
さ
ら
に
現
社

員
の
賃
上
げ
を
凍
結
、
そ
れ
に
よ
っ
て
で
き

た
財
源
で
、
当
初
予
定
し
て
い
た
大
卒
の
新

規
採
用
を
四
〇
〇
〇
人
か
ら
五
五
〇
〇
人
に

増
や
し
、
二
〇
〇
〇
人
の
イ
ン
タ
ー
ン
も
採

用
す
る
こ
と
を
三
月
に
発
表
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
削
減
し
た
労
働
コ

ス
ト
を
利
用
し
て
必
要
以
上
に
雇
用
し
た
社

員
の
処
遇
に
つ
い
て
、
こ
の
ま
ま
景
気
が
回

復
し
な
い
場
合
、
将
来
か
え
っ
て
大
き
な
重

荷
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
さ
れ
て
い

る
。

企
業
事
例

Ｋ
Ｌ
Ｉ
の
ハ
研
究
員
は
、
次
の
六
つ
の

ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の
分
類
に
従
っ
て
、

企
業
の
具
体
的
事
例
を
報
告
し
た
。

（
一
）
賃
金
凍
結
・
削
減―

Ａ
電
機
の
事
例

一
九
九
七
年
設
立
の
Ａ
社
で
は
、
昨
年
末

の
金
融
危
機
の
影
響
に
よ
り
二
〇
〇
九
年
一

月
か
ら
、
労
使
合
意
を
通
じ
て
、
賃
金
を
凍

結
し
、
福
利
厚
生
に
相
当
す
る
賃
金
部
分
を

削
減
す
る
な
ど
を
し
て
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン

グ
に
よ
る
雇
用
維
持
を
図
っ
て
い
る
。

今
回
の
よ
う
に
突
然
の
危
機
に
対
し
て
ス

ム
ー
ズ
に
対
処
で
き
た
の
は
、
一
〇
年
前
の

通
貨
危
機
の
経
験
が
あ
る
こ
と
と
、
経
営
陣

が
「
必
ず
雇
用
は
守
る
」
と
い
う
強
い
決
意

を
示
し
た
上
で
、
労
使
で
協
議
に
臨
み
、
十

分
に
討
議
を
行
っ
た
こ
と
が
大
き
な
要
因
と

し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

（
二
）
賃
金
ピ
ー
ク
制（
注
）―

Ｂ
公
社
の
事

例
Ｂ
公
社
で
は
、
職
員
の
高
齢
化
に
よ
る
人

件
費
の
高
負
担
を
解
消
し
、
若
年
層
の
就
職

難
を
解
消
す
る
た
め
、
退
職
年
度
ま
で
の
三

年
間
、
賃
金
が
段
階
的
に
減
少
す
る
賃
金

ピ
ー
ク
制
度
を
導
入
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

一
年
目
は
ピ
ー
ク
賃
金
の
九
五
％
、
二
年
目

は
七
五
％
、
最
後
の
年
度
に
は
七
〇
％
の
賃

金
を
支
払
い
、
浮
い
た
財
源
を
若
年
者
の
採

用
や
教
育
に
ま
わ
し
、
世
代
間
の
ワ
ー
ク

シ
ェ
ア
リ
ン
グ
を
図
っ
て
い
る
。

（
三
）
休
業―

Ｃ
自
動
車
部
品
メ
ー
カ
ー
の

事
例車

の
ゴ
ム
ベ
ル
ト
部
分
を
製
造
す
る
Ｃ
社

で
は
、
金
融
危
機
以
降
、
対
前
年
比
五
〇
％

の
売
上
高
減
少
が
予
想
さ
れ
、
二
〇
〇
八
年

一
一
月
か
ら
全
て
の
従
業
員
を
対
象
に
二
週

間
お
き
に
有
給
休
業
を
実
施
し
、
休
業
期
間

中
は
通
常
賃
金
の
七
〇
％
を
支
給
し
た
。
ま

た
、
休
業
期
間
中
の
従
業
員
に
対
し
て
は
、

韓
国
ポ
リ
テ
ク
大
学
（
技
能
大
学
）
な
ど
で

職
業
訓
練
を
履
修
す
る
こ
と
を
奨
励
し
て
い

る
。今

回
、
金
融
危
機
の
影
響
で
深
刻
な
被
害

を
被
っ
た
自
動
車
関
連
産
業
の
Ｃ
社
が
危
機

に
素
早
く
対
応
で
き
た
の
は
、
常
日
頃
よ
り

安
定
的
な
労
使
関
係
を
構
築
し
て
い
た
こ
と

と
、
労
使
共
有
の
「
雇
用
維
持
」
と
い
う
意

識
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

（
四
）
配
置
転
換―

Ｄ
半
導
体
メ
ー
カ
ー
の

事
例Ｄ

社
で
は
、
二
〇
〇
八
年
九
月
に
二
〇
〇

㍉
の
ウ
ェ
ー
ハ
生
産
ラ
イ
ン
を
閉
鎖
し
、
そ

れ
に
伴
っ
て
二
二
〇
〇
人
の
余
剰
人
員
が
発

生
し
た
。
Ｄ
社
で
は
、
こ
の
二
二
〇
〇
人
対

ワークショップが開催されたヨイド（金融・政府機関の多い地区）
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し
て
再
教
育
訓
練
を
実
施
し
、
三
〇
〇
㍉
の

半
導
体
製
造
な
ど
の
他
の
業
務
へ
の
配
置
転

換
を
実
施
し
た
。

な
お
経
営
側
は
、
こ
の
配
置
転
換
を
計
画

す
る
に
当
た
り
、
労
働
組
合
へ
参
加
を
呼
び

か
け
る
と
同
時
に
当
事
者
の
意
向
を
最
大
限

に
尊
重
す
る
よ
う
配
慮
し
た
。

（
五
）
交
代
勤
務
（
労
働
時
間
短
縮
）―

Ｅ

鉄
鋼
メ
ー
カ
ー
ほ
か
の
事
例

Ｅ
社
は
、
三
直
三
交
代
か
ら
、
四
直
二
交

代
の
交
代
勤
務
制
度
に
変
更
し
、
こ
れ
に
よ

り
一
人
当
た
り
の
週
労
働
時
間
が
五
六
時
間

か
ら
四
二
時
間
に
減
少
し
た
。
こ
の
労
働
時

間
の
短
縮
に
よ
る
賃
金
減
少
分
に
つ
い
て
は
、

時
間
当
た
り
の
賃
金
を
上
昇
さ
せ
、
有
給
に

よ
る
教
育
期
間
を
十
分
に
設
け
る
こ
と
で
対

応
し
た
。
な
お
、
こ
の
教
育
時
間
の
増
大
に

よ
り
、
結
果
と
し
て
生
産
性
が
大
き
く
上
昇

す
る
と
い
う
経
営
上
の
利
益
も
あ
っ
た
。

こ
の
他
、
あ
る
密
閉
容
器
メ
ー
カ
ー
で
は
、

リ
ス
ト
ラ
を
す
る
代
わ
り
に
、
二
直
二
交
代

か
ら
三
直
二
交
代
の
交
代
勤
務
制
度
に
変
更

す
る
こ
と
で
、
ラ
イ
ン
閉
鎖
に
よ
る
五
三
人

の
余
剰
人
員
の
雇
用
を
吸
収
し
た
。
こ
れ
に

よ
り
、
一
週
間
当
た
り
の
労
働
時
間
は
七
〇

時
間
（
二
〇
〇
五
年
）
か
ら
五
六
時
間
（
二

〇
〇
八
年
）
へ
と
、
二
〇
％
短
縮
さ
れ
た
。

こ
の
時
間
短
縮
に
よ
る
賃
金
減
少
分
の
補
て

ん
と
し
て
、
年
間
稼
働
日
数
を
二
五
〇
日
か

ら
三
六
〇
日
（
年
中
無
休
）
に
増
や
し
、
年

間
教
育
時
間
も
従
来
の
二
四
時
間
か
ら
一
〇

〇
時
間
に
大
幅
に
拡
大
し
て
対
応
し
た
。

（
六
）
短
時
間
勤
務
制
度―

Ｆ
病
院
の
事
例

　

Ｆ
病
院
で
は
、
三
交
代
に
よ
る
ス
ト
レ
ス

度
の
高
い
業
務
内
容
と
不
規
則
な
勤
務
時
間

に
よ
り
従
来
か
ら
離
職
率
が
高
か
っ
た
。
こ

の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
二
日
お
き
に

一
日
八
時
間
ず
つ
週
二
〇
時
間
だ
け
働
く
夜

間
専
門
の
短
時
間
勤
務
ス
タ
ッ
フ
を
採
用
す

る
こ
と
に
よ
り
、
生
産
性
を
高
め
、
離
職
率

を
下
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。

な
お
、
夜
間
担
当
の
職
員
に
つ
い
て
は
、

短
時
間
勤
務
で
あ
り
な
が
ら
、
日
勤
の
職
員

と
同
一
待
遇
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
職
員
間

の
不
公
平
感
を
な
く
す
よ
う
に
努
め
た
。

ハ
研
究
員
は
、
こ
の
病
院
で
短
時
間
労
働

が
定
着
し
た
主
な
要
因
と
し
て
、
夜
間
担
当

の
専
門
職
員
に
十
分
な
教
育
機
会
を
設
け
、

部
署
間
の
会
議
な
ど
に
活
発
に
参
加
し
て
も

ら
う
こ
と
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
円
滑

化
に
重
点
を
置
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
と

分
析
し
て
い
る
。

労
組
関
係
者
や
専
門
家
の
懸
念

以
上
、
み
た
よ
う
に
韓
国
で
は
す
で
に

様
々
な
場
面
で
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の
試

み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
特
に
製
造
業
を
中
心

と
す
る
今
回
の
経
済
危
機
に
関
連
し
た
期
限

付
の
緊
急
避
難
的
な
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ

に
つ
い
て
は
、
韓
国
で
も
社
会
的
コ
ン
セ
ン

サ
ス
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
今
回
の
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ

の
実
施
に
当
た
っ
て
は
多
く
の
企
業
が
ま
ず

賃
金
の
凍
結
や
引
き
下
げ
に
着
手
し
て
お
り
、

労
働
組
合
や
専
門
家
か
ら
、「
賃
金
や
労
働
条

件
の
絶
対
的
な
低
下
に
つ
な
が
る
の
で
は
な

い
か
」
と
い
う
懸
念
の
声
が
上
が
っ
て
い
る
。

賃
金
削
減
は
、
確
か
に
経
済
危
機
克
服
の

た
め
の
一
時
的
な
方
策
と
し
て
は
効
果
が
あ

る
も
の
の
、
そ
も
そ
も
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン

グ
は
、
労
働
時
間
を
短
縮
す
る
こ
と
に
よ
り

（
結
果
と
し
て
付
随
的
に
賃
金
が
低
下
す
る
）、

雇
用
の
維
持
や
創
出
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
状
で
は
賃
下
げ
の
議
論
が
先

行
し
て
お
り
、
労
働
時
間
の
短
縮
に
議
論
の

主
眼
が
置
か
れ
て
い
な
い
。

特
に
韓
国
の
年
平
均
労
働
時
間
は
、
経
済

協
力
開
発
機
構
（
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
）
加
盟
国
の
中

で
最
長
で
あ
り
（
図
４
）、
労
働
時
間
の
短

縮
に
関
す
る
議
論
が
置
き
去
り
に
さ
れ
て
い

る
と
の
懸
念
が
研
究
者
の
間
で
は
強
い
。

非
正
規
問
題

ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
に
関
連
し
た
労
働

問
題
と
し
て
、
非
正
規
の
処
遇
に
つ
い
て
も

報
告
が
あ
っ
た
の
で
少
し
触
れ
て
お
く
。

企
業
業
績
が
悪
化
し
た
場
合
、
よ
り
弱
い

立
場
に
あ
る
非
正
規
の
削
減
が
真
っ
先
に
行

わ
れ
る
こ
と
は
、
日
本
で
も
韓
国
で
も
同
様

で
あ
る
。
イ
研
究
員
に
よ
る
と
、
日
本
ほ
ど

極
端
で
は
な
い
に
し
て
も
、

韓
国
で
も
非
正
規
の
処
遇
が

大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

当
機
構
の
呉
研
究
員
に
よ

る
と
、
韓
国
政
府
は
、
非
正

規
の
労
働
問
題
を
解
決
す
る

た
め
に
、
非
正
規
労
働
者
保

護
関
連
法
を
制
定
し
、
二
〇

〇
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行

し
て
い
る
。
主
な
内
容
は
、

使
用
者
が
二
年
を
超
え
て
、

契
約
社
員
や
パ
ー
ト
タ
イ
ム

労
働
者
を
雇
用
す
る
場
合
は
、

当
該
労
働
者
と
期
間
の
定
め

の
な
い
雇
用
契
約
を
締
結
し

た
と
み
な
し
、
派
遣
労
働
者

の
場
合
は
、
直
接
雇
用
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が

定
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
法
律
を
、
政
府
は
、

今
年
三
月
三
一
日
、
非
正
規

労
働
者
を
期
間
の
定
め
の
な

い
雇
用
と
み
な
す
期
間
と
し

て
「
二
年
を
超
え
て
」
を
「
四

年
を
超
え
て
」
と
す
る
改
正

案
を
国
会
に
提
出
し
た
。

こ
の
改
正
案
提
出
の
背
景

に
は
、
同
法
が
今
年
七
月
に

施
行
二
年
目
を
迎
え
る
に
あ

韓国 全体平均 ポーランド メキシコ チェコ 日本 米国
スペイン
ドイツ

英国
ベルギー

ポルトガル
フランス

カナダ
オーストリア

オランダ
デンマーク

ギリシャ
アイルランド

ハンガリー
フィンランド

図４．2007年の年平均労働時間

資料出所：OECD(2008), Employment Outlook
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た
り
、
企
業
側
が
直
接
雇
用
を
避
け
る
た
め

に
次
々
と
二
年
に
達
し
そ
う
な
非
正
規
労
働

者
を
解
雇
す
る
恐
れ
が
あ
る
と
の
判
断
が
あ

る
。
ま
た
、
二
年
を
四
年
に
延
長
す
る
こ
と

で
、
熟
練
労
働
者
を
必
要
と
す
る
企
業
と
し

て
も
、
四
年
間
雇
用
し
た
熟
練
労
働
者
を
解

雇
し
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
期
待
も
あ
る
。

し
か
し
、
政
府
の
改
正
案
に
対
し
て
、
労

働
組
合
側
は
、
結
果
的
に
は
非
正
規
労
働
者

を
量
産
す
る
も
の
で
あ
る
と
強
く
反
発
し
て

い
る
。

企
業
の
国
際
競
争
力
維
持
が
今

後
の
課
題

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
通
り
、
韓
国
で
は
政

府
が
積
極
的
に
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の
導

入
を
呼
び
か
け
、
企
業
の
大
規
模
リ
ス
ト
ラ

を
牽
制
し
た
結
果
、
企
業
が
安
易
に
リ
ス
ト

ラ
を
し
に
く
い
状
況
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
現
地
で
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
開

催
さ
れ
た
六
月
九
日
に
は
、
韓
国
五
位
の
自

動
車
大
手
の
双
竜
自
動
車
が
、
九
七
六
人
の

正
規
社
員
の
整
理
解
雇
を
強
行
し
た
こ
と
が

大
き
く
報
じ
ら
れ
る
な
ど
、
企
業
と
労
働
者

を
取
り
巻
く
環
境
は
、
依
然
と
し
て
厳
し
い

も
の
が
あ
る
。
同
社
の
整
理
解
雇
強
行
前
に

行
わ
れ
た
社
員
に
対
す
る
希
望
退
職
の
強
要

も
社
会
的
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
ワ
ー
ク

シ
ェ
ア
リ
ン
グ
に
よ
っ
て
雇
用
を
維
持
す
る

こ
と
と
、
い
か
に
企
業
の
競
争
力
を
維
持
し

て
経
営
を
成
り
立
た
せ
て
い
く
か
が
今
後
は

大
き
な
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
。

（
国
際
研
究
部
）

（
本
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
関
す
る
両
国
研

究
員
の
詳
細
な
報
告
に
つ
い
て
は
、
今
年
九

月
に
報
告
書
の
刊
行
を
予
定
し
て
い
る
の
で

そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。）

〔
注
〕
賃
金
ピ
ー
ク
制
と
は
、
定
年
ま
で
雇
用
を
保
障
す

る
代
わ
り
に
一
定
の
年
齢
か
ら
賃
金
の
段
階
的
な
削
減

を
行
う
制
度
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
中
高
年
層
の
雇
用
を

保
障
し
な
が
ら
、
若
年
層
の
就
職
難
を
解
消
す
る
一
種

の
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
日
本

の
事
例
を
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
と
し
て
発
展
さ
せ
た
理
論
で
、

韓
国
で
は
二
〇
〇
四
年
頃
か
ら
韓
国
企
業
の
多
く
で
導

入
が
す
す
ん
だ
。
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